
しまうのは、その人の体質のようなも

の。過敏症というより感覚過敏としての

対応・対策が必要。一方、香害は合成香

料に含まれる有害化学物質に起因する健

康被害なので、今症状が出ていない子ど

もたちにも、じわじわと悪影響が及んで

いるおそれがある。学校に行けない子ど

もには、教育機会の確保の観点からも対

応・対策を 

【教育長】 アンケートの結果を保護者

に伝え、学校に気軽に相談するよう促

し、個々の子どもに対して何ができるか

考え、対策につなげていく。感覚過敏や

香害等の周知に努め、教育現場の意識を

高めていきたい 

Ｑ２.公園緑地の維持管理 除草剤を

減らせないか 
【小林質問】 子育て世代は安全に遊べ

種 ま き 
事務所 〒399-8301長野県安曇野市穂高有明9972-1 

Tel.0263-83-4387（090-4546-3496）  Fax.0263-83-4938 

http://junko.voicejapan.net/ メールはjunko@childnet.ne.jp  
発行日：2023年10月21日

発行者：小林純子 

【小林質問】 令和５年８月２日、ＮＨ

Ｋの番組「あさイチ」で「知っています

か？化学物質過敏症」と題して香害※の

実態が放送され、大きな関心を呼び社会

問題として認識された。市教委はこれに

先立つ６月に、小中学校児童生徒を対象

に生活環境の中での過敏症（香害を含

む）に関するアンケートを行ったので、

その詳細について伺う。 

【教育部長】 アンケートの対象は小中

学 校 児 童 生 徒 7,069 人 で 回 答 率 は

65％。回答した4,611人のうち1,338

人（29％）が、音、光や色、香りなど

の刺激に対して不快に感じたことが「あ

る」と回答。そのうち、学校を休んだ

り、医療機関を受診した経験は165人

（3.6％）。原 因 と な る 刺 激（複 数 回

答）は、音が112人、光や色が45人、

芳香剤や柔軟剤などの香りが43人。 

【小林質問】  音、光、触覚や味覚な

ど、多くの人にとって苦痛ではないもの

を、非常に敏感につらく苦しいと感じて

議員平等の原則や議会内人事の平等を求める陳情 

 

みんなで 
カフェトーク 

 カタいイメージの議員活動報告会

をガラッと変えて「みんなでカフェ

トーク」。カフェでおしゃべりする

ように、気軽にお集まりください。 

◆飲み物を用意します。100円ご負担く 

 ださい。子ども連れでもご遠慮なく。 

日 時：10月28日（土） 

    午後２時～４時 

場 所：碌山公園研成ホール 

※無所属の会の議員のほかにも数名

の議員が出席予定です。

▲日本消費者連盟発行の「香害」ポスター 

る公園を望むんでおり、保育園保護者が

対象のアンケートでは過半数を占める。

除草剤の危険性に不安の声が多い。 

【都市建設部長】 室山アグリパーク山

頂広場は刈り込みだけで管理して10

年、防災広場は除草剤の散布をやめて２

年目。市民から意見を聞き、除草剤を使

用しない公園の拡大を検討していく。 

◆安曇野市議会９月定例会 小林じゅん子の一般質問◆ 

Ｑ１.香害対策にアンケートをどういかしていくか 
柔軟剤など、化学物質で体調を崩す、仕事、学業に支障、危険性を知って！ 

こども園（保育園）や学校の空気環境の悪化にもっと配慮を！ 

Ｑ２.公園緑地の維持管理 除草剤を減らせないか 
世界保健機構(WHO)は除草剤ラウンドアップの主成分グリホサートを発ガン物質に指定 

欧米では規制強化の動きが広がるなか、日本では残留基準値を引き上げる不思議 



「種まき通信」の郵送を希望される方は電話・メール等でお申し込み下さい。 

◆「種まき通信」は年４回発行しています。そのうちの１回は新聞折込にてお届けし 

 ています。毎号の郵送をご希望の方はお申し出ください。  

◆下水道使用料金の改定について検証す

ることが、なぜ今、必要になったのか？ 

 下水道使用料の改定の必要性に関する検

証が、このタイミングで必要になったこと

について、決算の説明書には「平成28年の

地方公営企業法を適用し、現金主義から発

生主義に変更したが、令和4年度の決算に

おいて内容を精査したところ、基準内でな

いものが一部含まれていたことから、今後

整理すべき課題となっています」とありま

したので、このことと下水道使用料の改定

の必要性の検証を行うことの関連につい

て、質疑したのですが明解な答弁がありま

せんでした。 

 決算説明会では、地方公営企業法を適用

後は、現金主義から発生主義の会計処理に

なったが、一般会計からの基準外操出金に

ついて発生主義による正しい仕分けが行わ

れてこなかったので、経営実態を表す数字

になっていなかった。そのため、下水道使

用料の値上げも検討しなければならない状

況になった。と受け取れる説明。担当窓口

でも説明してもらいましたが、ミスは認め

たものの、そのミスがどのような結果を招

いたか・悪影響が出ているのか、明解な説

明はありませんでした。 

 一般市民でも理解できるような説明でな

ければ、行政として説明責任を果たしたと

は言えず、1,110

万円の検証業務の

ための予算は認め

られないので、下

水道事業会計の補

正予算には反対し

ました。 

 

 

 

論に至りまし。市民の真摯な思いがこもっ

た住民監査請求を、意味不明な理由であっ

さり却下した穂高広域施設組合と監査委

員、それでも食い下がって再び住民監査請

求したことも否定して、「住民訴訟なんか

できるわけがない」とでも言わんばかりの

被告の主張を、裁判官は認めなかった。こ

れは、住民監査請求を起こした市民の意図

と思いが認められたということ、そのこと

を大事にしたいと思います。 

原 告の請求が棄却されたことについて

は、「穂高広域施設組合の議会が予

算を可決したから」という記述が３か所に

あり、議会が可決・議決しているのだか

ら、穂高広域施設組合の財務会計上の行為

の違法性を基礎付けるものではないと判断

していました。「議会が可決しているから

違法性はない」という建前的な判決は、組

合議会の独立性（組合とのなれ合い・癒着

は無いという建前）と、議会の自律性が尊

重される（自律性を有する議会が議決した

ことに、裁判所は違法か適法かの判断をす

ることは極々まれな）現状では、「議会が

可決したからといって、それが正しいとは

限らない」という原告の主張を認めさせる

のは、非常に困難だと思い知りました。 

私 たち原告側は、地方自治法だけでな

く財政民主主義の原則を規定した憲

法８３条に違反するとも主張していました

が、これは憲法判断にまで及ぶので、仮に

最高裁に上告するところまでやっても、三

権分立の考え方から議会の議決や判断を最

大限尊重することになりますから、違憲の

判断は99.9％出ないでしょう。これも控訴

断念の理由の一つです。 

そ 
れにつけても、この２年近くの間、

市民が自主的にアンケート調査をし

たり、議会や組合に陳情したり、住民監査

請求や住民訴訟に訴えるも、プールの廃止

を止めることができなかったのは、ほんと

うに悔しく残念です。 

 こういうことが起きないようにするため

に、議会や議員が存在するのですが、これ

がしっかり機能していなかったということ

です。議員としては、自戒を込めてさらに

市民サイドで取り組んでいきます。 

あづみ野ランドのプールを救って！住民訴訟の判決 
～２０２３年９月１５日 長野地方裁判所にて 判決の言い渡しがありました～ 

あ 
づみ野ランドのプールを救って！住

民訴訟」と銘打っているように、も

ともとこの裁判は、あづみ野ランドのプー

ルを廃止しないで・つぶさないでという訴

えでした。市民が「あづみ野ランドのプー

ル廃止」のことを知ったのが遅かったの

で、というか、もとはと言えば行政側が市

民に知らせようとしていなかったので、

プールを廃止しないでと声をあげた１年10

カ月前時点で、もうすでに手遅れだったの

です。 

そ 
れでも、そこであきらめて黙ってい

たのでは、市民の声は無視されるこ

とになってしまう。穂高広域施設組合に

は、誰のために仕事をしているのか、目を

覚ましてほしいとの思いで、住民監査請求

や裁判にまで訴えたのでした。穂高広域施

設組合の管理者は安曇野市長。太田市長に

は、そこのところをしっかりと受け止めて

頂きたい。 

 以下、備忘として書き写した信濃毎日新

聞の判決関連の記事です。 

 安曇野市の健康増進施設「あづみ野ラン

ド」のプールを廃止し、浴場移設拡張する

改修事業決定過程に問題があるとして市民

有志が施設を運営する穂高広域施設組合管

理者の太田寛市長に設計業務委託費３８０

０万円余の損害賠償を求めた訴訟の判決

で、長野地裁は１５日、原告の請求を棄却

した。判決は委託に関する予算が同組合議

会で賛成多数で可決されていることなどか

ら「財務会計上の義務に反する違法な行為

に当たらない」とした。（信濃毎日新聞

2023年9月16日記事より） 

判 決文をよく読んでみたところ、私が

納得できずにいた「第１回目の住民

監査請求を穂高広域施設組合の監査委員が

却下したこと」について、却下は誤りだと

判断していました。また、「第２回目の監

査請求を一事不再理に反するとして却下し

た」ことについても、一事不再理にはあた

らず適法であると判断しており、住民訴訟

を提訴したことも認められていた。２度の

住民監査請求とその後の住民訴訟の提訴に

ついて、判例をあげて全面的に認められて

いたので、原告としては控訴しないとの結

※安曇野ランド：安曇野市を含む６市町村で構成する穂高広域施設組合が運営するゴミ焼却施設(穂高クリーンセンター)の余熱を利用した福祉施設 

 ＊種まき通信は 

文字ばかりで読みにくい、 

とのご意見を多くいただきます

ので、今号から文字の行間を広

くとって、読みやすく     

してみました。 

 


